
 

 

 

施設等利用給付認定取消届 

（法第 30 条の４第２号・第３号用）  

                       年   月   日  

 

令和５年４月以降の施設等利用給付認定について、保育を必要とする事由がない

ため、既に認定されている施設等利用給付認定を取消すことに異議はありません。  

※兄弟姉妹で利用施設が異なる場合は、施設ごとにご提出ください。 

 

 

住 所 

武蔵野市          町    丁目    番    号 

マンション名等 

保 護 者 １                     印 
携帯電話番号 

保 護 者 ２                     印 
携帯電話番号 

申請子ども 
ふ り が な 

氏 名 

 
生
年
月
日 

年   月   日 
 

申請子ども 
ふ り が な 

氏 名 

 
生
年
月
日 

年   月   日 
 

利 用 施 設 名  

該 当 保 護 者 
（項目に☑） 

□保護者１     □保護者２    □保護者１・２両方 

認定の取消事由 
（項目に☑） 

□退職   □認定事由がなくなった  □非課税世帯ではなくなった  

□転出   □その他（                     ） 

事 由 発 生 日 年     月     日 

市記載欄    認定変更事項 処 理 内 容  収 受 印  

入力 係員 主任 係長 課長 □認定取消 

□認定要件 

□認定期間 

□変更なし 

□その他 

(       ) 

□処理なし 

□システム入力 

□認定通知発行 

□取消通知発送 

□その他 

(        ) 

 
     

既に施設等利用給付認定を受けている方で、令和５年４月以降、保護者に就労等の保育の必

要性の事由がない場合は、この取消届１枚のみを提出してください。 

※ 父または母のうち、どちらか一方でも就労等の要件がない場合には、この取消届を提出し

てください。 


